
​新旧対照表　（札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業　補助金交付要項）​

​（下線の部分は改正部分）​

​旧​ ​新​

​(目的)​

​第1条 この要綱は、民間一時滞在施設が行う非常用自家発電設備​

​等の整備を支援するために、市が行う補助制度「非常用自家発電​

​設備整備補助事業」の実施に必要な事項を定めることにより、補助​

​金交付に関する業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とす​

​る。​

​(用語の定義)​

​第2条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、​​次の​

​各号に定めるところによる。​

​⑴　宿泊施設　旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業​

​に該当するものとして、同法第3条第1項に基づく札幌市の許可を​

​受けている施設​​　　　​​。​

​⑵　民間一時滞在施設　札幌市からの要請に基づき、宿泊者以外​

​の旅行者を受け入れる役割を担う宿泊施設で、札幌市と協定を締​

​結した施設をいう。​

​(補助対象者)​

​第3条 補助金交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当​

​する法人格を持つ者とする。​

​⑴　民間一時滞在施設を運営する者​

​⑵　民間一時滞在施設の建物を所有する者​

​⑶　その他市長が必要と認める者​

​2 補助金交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満​

​（略）​

​(用語の定義)​

​第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、​​当該​

​各号に定めるところによる。​

​⑴　宿泊施設　旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業​

​に該当するものとして、同法第3条第1項に基づく札幌市の許可を​

​受けている施設​​をいう​​。​

​⑵　（略）​

​（略）​
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​たす者とする。​

​⑴　札幌市税を滞納していない者であること。​

​⑵　札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第​

​6号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ず​

​る者ではないこと。​

​⑶　民間一時滞在施設の所有者及び運営者でない場合は、所有者​

​及び運営者の合意書(様式1)により、民間一時滞在施設の所有者​

​及び民間一時滞在施設の運営者と補助事業実施に関して同意を​

​得ている者であること。​

​(補助対象工事)​

​第4条 補助対象となる工事は、民間一時滞在施設である既存の建​

​築物に関するもので、災害等による停電時に民間一時滞在施設の​

​宿泊者以外の旅行者を受け入れるために必要な電源を供給するた​

​めの設備に係るもので別表1に定めるものとする。​

​(補助対象経費)​

​第5条 補助対象となる経費は、第4条第1項に規定する工事に係る​

​経費で、工事及び撤去処分に要するものとする。​

​(補助金交付額等)​

​第6条 補助金の交付額は予算の範囲内で、第5条第1項に規定す​

​る補助対象経費の2分の1以内とし、別表2に定める額以下とする。​

​（略）​

​(補助対象経費)​

​第5条 （略）​

​２　補助対象となる経費は消費税及び地方消費税を除いた額とす​

​る。​

​(補助金交付額等)​

​第６条 （略）​

​２　国又は他の地方公共団体等（以下、「国等」という。）から補助金​

​等の交付を受ける場合（交付予定の場合を含む。）において、前条​

​に定める補助対象経費が重複するときは、当該経費の額から国等​
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​2​​補助金交付は、1民間一時滞在施設につき1回限りとする。​

​(申込及び決定)​

​第7条　補助金の交付を申し込む者(以下「申込者」という。)は、補​

​助金交付申込・申請書(様式2)及び別表3に定める添付書類を市​

​長に提出しなければならない。​

​2　申込者は、第1項に規定する交付申込の内容を変更又は中止し​

​ようとする場合は、直ちに補助金交付申込・申請書(様式2)及び別​

​表3に定める添付書類のうち、変更に係る書類を市長に提出しなけ​

​ればならない。​

​3　市長は、第1項及び第2項の申込みを受けた場合においては、当​

​該申込みに係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等を​

​実施し、これを適当と認めたときは、補助金交付予定者選定通知書​

​(様式3)により補助金交付予定者の選定を申込者に通知し、不適​

​当と認めたときは補助金交付予定者選外通知書(様式4)により補​

​助金交付予定者の選外を申込者に通知する。なお、第8条に規定​

​する交付申請と合わせて行う場合は、通知を省略できるものとす​

​る。​

​4　補助金交付の申込期間は随時受付とする。なお、補助金交付の​

​申込額が予算額に達した時点でそれ以降の申込受付及び交付予​

​定者選定は行わないこととする。​

​(交付申請及び決定)​

​第8条　​​交付予定者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​は、補助対象工事に着手しよ​

​うとする前に​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​補助金交付申込・申請​

​の補助金の額を控除した額の２分の１の額を上限として、補助対象​

​経費に算入するものとする。​

​３​​補助金交付は、1民間一時滞在施設につき1回限りとする。​

​（略）​

​（交付申請及び決定）​

​第8条　​​補助金等の交付の申請（以下「交付申請」という。）をしよう​

​とする者（以下「交付予定者」という。）​​は、補助対象工事に着手しよ​

​うとする前に​​、あらかじめ市長と協議の上、​​補助金交付申込・申請​
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​書(様式2)​​及び別表4に定める添付書類により​​市長に申請しなけれ​

​ばならない。​

​２​​　前項の申請は、第7条第1項の申込と合わせて行うことができ​​　​

​　　　　　　　　　　　　　　​​る。​

​３​​　市長は、​​第1項の申請を受けた​​場合​​において​​は、当該​​　　​​申請に​

​係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等​​を実施し​​、​​補​

​助金交付の適否を決定し、当該決定の結果を補助金交付決定通​

​知書(様式5)又は補助金不交付決定通知書(様式6)により交付予​

​定者​​に通知するものとする。​

​４　補助金交付の申請期間は随時受付とする。​

​５​​　市長は、交付決定にあたり、必要な条件を付すことができる。​

​書(様式2)​​を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​市長に​​提出​​しなけれ​

​ばならない。​

​２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな​

​い。​

​⑴　別表4に定める書類​

​⑵　当該補助事業等の目的等に照らして補助金等の交付を受ける​

​ことが公益上不適当と認められる法令違反等がない旨の誓約書​

​（様式15）​

​⑶　その他市長が必要と認める書類​

​３​​　 前項の申請は、第7条第1項の申込と合わせて行うことができ​​、​

​申請期間は随時受付とする。​

​４​​　 市長は、​​交付申請があった　　　​​場合​​　　　　​​は、当該​​交付​​申請に​

​係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等​​により​​、​​当該​

​交付申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速や​

​かに交付の決定（以下「交付決定」という。）をし、補助金交付決定​

​通知書（様式５）により交付申請をした者（以下「申請者」という。）​​に​

​通知するものとする。​

​５　市長は、前項の場合において、適正な補助金等の交付を行うた​

​め必要があるときは、交付申請に係る事項につき修正を加えて交​

​付決定をすることができる。​

​６​​　市長は、交付決定にあたり、必要な条件を付すことができる。​

​７　市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助​

​金等を交付しない旨の決定をし、補助金不交付決定通知書（様式​

​６）により申請者に通知するものとする。​

​⑴　札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年条例第６​

​号。以下「暴排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団​

​⑵　暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員​

​⑶　暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者​
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​(申込及び申請要件)​

​第9条　申込者及び​​交付の申請をする者​​は、第3条に規定する補助​

​対象者に該当する者とする。但し、第3条第１項第1号及び同項第2​

​号に掲げる民間一時滞在施設については、第7条第1項の交付申​

​込及び第8条第1項の交付申請に限り民間一時滞在施設に係る協​

​定を締結する見込みの施設も含むものとする。​

​(交付条件)​

​第１０条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりと​

​する。​

​⑴　補助対象工事が​​補助金の交付を申請した​​年度内に完了するこ​

​と。​

​⑵　この要綱の規定に従うこと。​

​⑷　その他交付目的に照らして補助金等の交付を受けることが不​

​適当であると市長が認める者​

​(申込及び申請要件)​

​第9条　申込者及び​​交付予定者　　　　　​​は、第3条に規定する補助​

​対象者に該当する者とする。但し、第3条第1項第1号及び同項第2​

​号に掲げる民間一時滞在施設については、第7条第1項の交付申​

​込及び第8条第1項の交付申請に限り民間一時滞在施設に係る協​

​定を締結する見込みの施設も含むものとする。​

​２　申込者及び交付予定者は、申込及び申請に当たり国等からの​

​補助金等の交付状況（交付予定の場合を含む。）を市長に説明する​

​こと。​

​(交付条件)​

​第１０条 （略）​

​⑴　補助対象工事が​​交付申請を行った　　　　​​年度内に完了するこ​

​と。​

​⑵　（略）​

​⑶　その他市長が必要と認める条件​

​（申請の取下げ）​

​第11条　申請者は、第８条第４項の規定による通知（第８条第５項の​

​規定により交付申請に係る事項に修正を加え、又は同条第６項の​

​規定により条件を付してされた交付決定に係るものに限る。）を受​

​領した場合において、当該通知に係る交付決定の内容に不服があ​

​るときは、当該通知を受領した日から起算して２０日を経過する日​

​（市長が特に認める場合にあっては、市長が別に定める期日）まで​
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​(計画の変更及び中止)​

​第​​１１​​条　第8条第3項の補助金交付決定を受けた者(以下「交付決​

​に、当該交付決定に係る交付申請の取下げをすることができる。​

​（事情変更による交付決定の取消し等）​

​第12条　市長は、交付決定をした場合において、その後の事情の​

​変更により特別の必要が生じたときは、当該交付決定の全部若しく​

​は一部を取り消し、又は当該交付決定の内容を変更することがで​

​きる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係るものに相​

​当する部分については、この限りでない。​

​２　市長が前項の規定により交付決定を取り消すことができる場合​

​は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。​

​⑴　天災地変その他交付決定の後に生じた事情の変更により補助​

​事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合​

​⑵　補助事業者が補助事業等に要する経費のうち補助金等によっ​

​て賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他​

​の理由により補助事業等を遂行することができない場合（補助事業​

​者の責めに帰すべき事情による場合を除く。）​

​３　市長は、第１項の規定による交付決定の取り消しにより特別に必​

​要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、別に​

​定めるところにより、補助金等を交付することができる。​

​⑴　補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務​

​処理に要する経費​

​⑵　補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった​

​賠償金の支払に要する経費​

​４　市長は、第１項の規定による取消又は変更をした場合は、補助​

​事業者に対し速やかにその旨を通知するものとする。​

​(計画の変更及び中止)​

​第​​13​​条　第8条第​​４​​項の補助金交付決定を受けた者(以下「交付決​
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​定者」という。)は第8条第​​3​​項の規定による交付決定の通知を受け​

​た後に、補助対象工事の内容を変更又は中止​​　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　​​しようとする場合は、​​直ちに​​計画変更等承認申請書(様式7)​

​を市長に提出し、​​　　　　　　　　その​​承認を受けなければならない。​

​2　市長は、前項の規定による計画変更等​​　​​承認申請を受けたとき​

​は、当該申請の内容を審査し、当該事業の内容変更等について適​

​当と認めたときは、計画変更等承認通知書(様式8)により、交付決​

​定者に通知するものとする。その際、市長は必要に応じ交付の決定​

​の内容を変更し、又は条件を付すことがある。​

​3　計画変更等に伴い費用が増減した場合の補助金交付決定額の​

​変更については、原則として減額のみとし、増額変更は認めない。​

​ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。​

​4 市長は第1項の規定による補助事業の中止の申請を受けたとき​

​は、速やかにこれを承認し、第7条第3項又は第8条第​​3​​項の規定に​

​よる決定通知を取り消し、計画変更等承認通知書(様式8)により交​

​付決定者に通知するものとする。​

​(財産の管理)​

​第​​17​​条　補助金の交付を受けた者は、補助金により取得し、又は改​

​修した取得財産については、補助事業の完了後においても、善良な​

​管理者の注意をもって管理し、補助金交付目的に従って、その効率​

​的な運用を図らなければならない。​

​2 補助金の交付を受けた者は、原則として、実績報告書に記載の​

​工事完了日から5年を経過するまで、補助金により取得​​　　　　　　　​

​　　　　　​​した財産について、​​市長の承認を受けないで、​​補助金の交​

​付目的に反して​​　　　　　​​売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け​

​し、又は担保に供し​​て​​(以下「処分」という。)​​はならない。　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​ただし、補助金の全部を返還​

​定者」という。)は第8条第​​４​​項の規定による交付決定の通知を受け​

​た後に、補助対象工事の内容を変更又は中止​​（以下「計画変更等」​

​という。）​​しようとする場合は、​​　　　​​計画変更等承認申請書(様式7)​

​を市長に提出し、​​あらかじめ市長の​​承認を受けなければならない。​

​2　市長は、前項の規定による計画変更等​​の​​承認申請を受けたとき​

​は、当該申請の内容を審査し、当該事業の内容変更等について適​

​当と認めたときは、計画変更等承認通知書(様式8)により、交付決​

​定者に通知するものとする。その際、市長は必要に応じ交付の決定​

​の内容を変更し、又は条件を付すことがある。​

​3　（略）​

​4 市長は第1項の規定による補助事業の中止の申請を受けたとき​

​は、速やかにこれを承認し、第7条第3項又は第8条第​​４​​項の規定に​

​よる決定通知を取り消し、計画変更等承認通知書(様式8)により交​

​付決定者に通知するものとする。​

​(財産の管理)​

​第​​14​​条　（略）​

​2 補助金の交付を受けた者は、原則として、実績報告書に記載の​

​工事完了日から5年を経過するまで、補助金により取得​​し、又は効​

​用の増加した​​財産について、​​　　　　　　　　　　　　　　　　​​補助金の交​

​付目的に反して​​使用し、​​売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け​

​し、又は担保の用に供し​​　​​(以下「処分」という。)​​ようとする場合は、​

​市長の承認を受けなければならない。​​ただし、補助金の全部を返還​
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​したとき又は特別な理由があると市長が認めるときは、この限りで​

​ない。​

​(調査)​

​第​​１６​​条 市長は、この要綱による補助金交付に関し必要があると認​

​めるときは、交付予定者又は交付決定者又は補助金の交付を受け​

​た者から報告を求め、自ら書類及び現地調査を実施することがで​

​きる。​

​(実績報告書等の提出)​

​第​​１２​​条 交付決定者は、第8条第​​3​​項の規定による補助金交付決定​

​を受けた後、速やかに当該通知に係る補助対象工事に着手し、当​

​該工事が完了した日から起算して 30 日を経過する日又は当該通​

​知を受けた年度の3月１５日までのいずれか早い日までに、別表5​

​に定める書類を添付した実績報告書(様式9)及び銀行口座振込同​

​意書(様式12)を、市長に提出しなければならない。​

​2 第9条但し書の規定により、民間一時滞在施設に係る協定を締​

​結する見込みで第8条第1項の交付申請を行った者は、前項の実績​

​報告書に締結した協定書の写しを添付しなければならない。​

​(補助金交付額の確定)​

​第​​１３​​条 市長は、前条による実績報告書の提出​​があった​​ときは、第​

​8条第​​3​​項の規定による交付決定の内容と照合審査​​　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　​​を実施することとし、交付決定内容及びこれ​

​に付した条件に適合​​している​​と認めたときは、交付すべき補助金の​

​額を確定し、補助金交付確定通知書(様式１０)により、交付決定者​

​に通知するものとする。​

​2　市長は、別に定めるところにより、必要に応じて実地調査を行う​

​したとき又は特別な理由があると市長が認めるときは、この限りで​

​ない。​

​(調査)​

​第​​15​​条 （略）​

​(実績報告書等の提出)​

​第​​16​​条 交付決定者は、第8条第​​４​​項の規定による補助金交付決定​

​を受けた後、速やかに当該通知に係る補助対象工事に着手し、当​

​該工事が完了した日から起算して 30 日を経過する日又は当該通​

​知を受けた年度の3月１５日までのいずれか早い日までに、別表5​

​に定める書類を添付した実績報告書(様式9)及び銀行口座振込同​

​意書(様式12)を、市長に提出しなければならない。​

​2　（略）​

​(補助金交付額の確定)​

​第​​17​​条 市長は、前条による実績報告書の提出​​を受けた​​ときは、第​

​8条第​​４​​項の規定による交付決定の内容との照合審査​​及び必要に​

​応じて行う現地調査等​​を実施することとし、交付決定内容及びこれ​

​に付した条件に適合​​する　　​​と認めたときは、交付すべき補助金の​

​額を確定し、補助金交付確定通知書(様式１０)により、交付決定者​

​に通知するものとする。​
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​ものとする。​

​3​​　市長は、​​第1項の審査において　　　　　　　　　　　​​補助金交付条​

​件に適合しないと認め​​た​​ときは、交付決定者に対し​​て　　　​​是正​​　　　​

​　　　　​​措置を​​求める​​ことができる。​

​4　市長は、​​補助金の申請者​​が​​前項​​の求めに応じないとき、又は​​申​

​請　　　　　​​内容が補助金交付要件を満たさないと認めたときは、補​

​助金交付決定​​の取消を決定し​​、補助金交付決定取消通知書(様式​

​11)により、交付決定者へ通知するものとする。​

​(補助金の交付​​　　　​​)​

​第​​１４​​条　市長は前条第１項の規定による通知​​を行った​​後、速やかに​

​補助金を交付するものとする。​

​(​​補助金　　　​​交付決定の取消)​

​第​​１５​​条 市長は、​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​交付決​

​定者が次の各号のいずれかに該当​​した​​ときは、補助金の交付決定​

​の全部又は一部を取り消すことができる。​

​⑴　虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け​

​たとき。​

​⑵　関係法令及びこの要綱の規定に違反したとき。​

​⑶　第​​１６​​条に規定する調査を正当な理由なく拒んだとき。​

​⑷　民間一時滞在施設の役割を担えないと認められるとき。​

​⑸　実績報告書を提出する時までに、札幌市と民間一時滞在施設​

​に係る協定を締結していないとき。​

​２​​　市長は、​​前項の規定による審査及び調査の結果、​​補助金交付条​

​件に適合しないと認め​​る​​ときは、交付決定者に対し​​　必要な​​是正​​の​

​ための所要の​​措置を​​とるべきことを指示する​​ことができる。​

​３　第16条の規定は、前項の規定による指示に従って措置を行う補​

​助事業等について準用する。​

​４　市長は、​​交付決定者　　​​が​​第２項​​の求めに応じないとき、又は​​実​

​績報告の​​内容が補助金交付要件を満たさないと認めたときは、補​

​助金交付決定​​を取り消し　　　​​、補助金交付決定取消通知書(様式​

​１１)により、交付決定者へ通知するものとする。​

​(補助金の交付​​の時期​​)​

​第​​18​​条　市長は前条第１項の規定による通知​​の　　　​​後、速やかに​

​補助金を交付するものとする。​

​(​​違反等による​​交付決定の取消)​

​第​​19​​条　市長は、​​第12条第１項の規定による場合のほか、​​交付決​

​定者が次の各号のいずれかに該当​​する​​ときは、補助金の交付決定​

​の全部又は一部を取り消すことができる。​

​⑴～⑵　（略）​

​⑶　第​​15​​条に規定する調査を正当な理由なく拒んだとき。​

​⑷～⑸　（略）​

​⑹　当該補助事業等の目的等に照らして補助金の交付を受けるこ​
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​(補助金の返還)​

​第１８条　市長は、​​第１５条の規定により補助金の　　　　　　　　​​交付​

​決定​​を取り消した​​場合において、​​すでに補助金を交付しているとき​

​は、交付決定者に対して補助金の全部又は一部の返還を求めるこ​

​とができる。​

​2　補助金の交付を受けた者は、実績報告書に記載の工事完了日​

​から5年以内に補助事業により取得した財産を処分しようとすると​

​きは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式 13)を市長に提出し、​

​その承認を受けなければならない。​

​３　市長は、前項の規定にする財産処分承認申請を受けたときは、​

​やむを得ないと認められる場合を除き、交付した補助金の全部又​

​は一部を返還させることができ、補助金返還通知書(様式 14)に​

​よって通知する。​

​とが公益上不適当と認められる法令違反等があることが判明した​

​とき。​

​２　市長は、前項の規定による取消しをした場合は、補助金交付決​

​定取消通知書（様式11）により、交付決定者に対し速やかにその旨​

​を通知するものとする。​

​（補助金の返還）​

​第​​20​​条　市長は、​​第12条第１項又は前条第１項の規定による​​交付​

​決定​​の取消しをした​​場合において、​​補助事業等の当該取消しに係​

​る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め​

​て、その返還を請求するものとする。​

​2～３　（略）​

​3　（略）​

​（加算金及び遅延損害金）​

​第21条　交付決定者は、第19条第１項の規定による交付決定の取​

​消に関し、前条第１項の規定による請求を受けた場合は、当該請求​

​に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該請​

​求を受けた額（一部を納付した場合におけるその後の期間について​

​は、既納の額を控除した額）につき補助金等に係る予算の執行の適​

​正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」という。）第​

​１９条第１項に規定する割合で計算した金額に相当する加算金を納​

​付しなければならない。​
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​(書類の​​保管　​​)​

​第​​１９​​条　補助金の交付を受けた者は、補助金交付申請に係る提出​

​書類の写し及び各種通知書類を、補助事業が完了した日の属する​

​年度の​​終了後　　　　　　　　　　​​5年間保管しなければならない。​

​(他補助事業との併用)​

​第２０条　他の補助事業と、この要綱による補助を併用することはで​

​きない。​

​(雑則)​

​第​​２１​​条　この要綱の施行に関し必要な事項は、観光・MICE担当​

​局長が定める。​

​２　前項の規定により加算金を納付しなければならない場合におい​

​ては、補助事業者等の納付した金額は、前条第１項の規定による請​

​求を受けた額に達するまで、まず当該請求を受けた額に充てられた​

​ものとする。​

​３　交付決定者は、前条第１項の規定による請求を受け、これらの規​

​定により定められた期限（以下「納期日」という。）までに納付しな​

​かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納​

​付額（一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納​

​の額を控除した額）につき、法第19条第２項に規定する割合を乗じ​

​て計算した金額に相当する遅延損害金を納付しなければならない。​

​（理由の提示）​

​第22条　市長は、第12条第１項若しくは第19条第１項の規定による​

​交付決定の取消又は第17条第２項の規定による指示をするとき​

​は、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。​

​(書類の​​整備等​​)​

​第​​23​​条　補助金の交付を受けた者は、補助金交付申請に係る提出​

​書類の写し及び各種通知書類を、補助事業が完了した日の属する​

​年度の​​翌年度の４月１日から​​５年間保存しなければならない。​

​（削除）​

​(雑則)​

​第​​24​​条　（略）​
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​(付則)​

​　　​​この要綱は、​​令和3年4月13日​​から施行する。​

​別表１　補助対象工事​

​補助対象工事​ ​補助要件​

​1　発電装置の設置に伴うもの​

​で次の各号のいずれかに該当​

​するもの​

​⑴　発電装置本体​

​⑵　発電装置の設置工事及び​

​電気工事​

​⑶　発電装置設置に係る電気、​

​機械、建築、土木及びその他の​

​工事​

​⑷　工事に係る仮設及び撤去​

​工事​

​1 発電装置の機器要件は次の​

​各号全てに適合するものとす​

​る。​

​⑴　土地又は建物に定着する​

​もの​

​⑵　内燃機関を原動力とする​

​自家発電装置又はコージェネ​

​レーションシステムで、停電時​

​も自立運転が可能なもの​

​⑶　民間一時滞在施設の機能​

​の維持に必要な時間、運転を​

​継続できるもの​

​⑶​​　未使用のもの​

​⑷​​　経年劣化による更新、修繕​

​に係るものでないもの​

​附　則​

​１　​​この要綱は、​​令和８年４月１日​​から施行する。​

​２　この要綱の規定は、この要綱の施行の日前に交付決定をした補​

​助金については、適用しない。​

​補助対象工事​ ​補助要項​

​（略）​ ​１　（略）​

​⑴～⑶　（略）​

​⑷​​　（略）​

​⑸​​　（略）​
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​2　停電時に自立運転が可能​

​な発電装置に伴うもので次の​

​各号のいずれかに該当するも​

​の​

​(1) 発電装置設置に係る受配​

​電設備及び電力設備の改修工​

​事​

​(2) 発電装置の自立運転時に​

​電源を供給する系統を増やす​

​ために行う電気工事​

​(3) 工事に係る仮設及び撤去​

​工事​

​2　経年劣化による更新、修繕​

​に係るものでないもの​

​3　停電時に自立運転が可能​

​な発電装置の運転時間の延長​

​に係るもので次の各号のいず​

​れかに該当するもの​

​⑴　燃料タンク、油面検出装置​

​及び除水器​

​⑵　タンク設置に係る電気、機​

​械、建築、土木及びその他の工​

​事​

​⑶　防油堤工事、注油設備工​

​事​

​⑷　工事に係る仮設及び撤去​

​工事​

​3　補助要件は次の各号全てに​

​適合するもの​​を​​する。​

​⑴　燃料タンクの整備を行うも​

​の​

​⑵　燃料タンクの容量は、発電​

​装置が民間一時滞在施設の機​

​能の維持に必要な時間、運転​

​を継続できる貯蔵数量以上の​

​ものとする​

​⑶　経年劣化による更新、修繕​

​に係るものでないもの​

​（略）​ ​（略）​

​（略）​ ​3　補助要件は次の各号全てに​

​適合するもの​​と​​する。​

​⑴～⑶　（略）​
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​別表２　補助金交付上限額​

​1施設につき、下記1のとおり​

​1　旅行者受入数 1,000 人以上:50,000 千円​

​旅行者受入数 500 人以上 1,000 人未満:​​25,000​​千円​

​旅行者受入数​​50​​人以上 500 人未満:​​10,000​​千円​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​※旅行者受入数は、3.3 ㎡に2人収容として、旅行者滞在場所​

​床面積から算出​

​別表３　申込添付書類​

​提出書類​

​1　工事計画書​

​2　民間一時滞在施設であることが確認できる書類(個別協定書​

​の写し)​

​3　施設の位置図​

​4　当該施設の所有者を示す「不動産登記簿謄本」​

​5　当該施設の所有者、施設運営者が相違する場合の必要書類​

​・所有者及び運営者の合意書(様式1)​

​6　経費内訳書(見積書)​

​・別表1の補助対象工事の項目を参考に、補助対象・対象外の経​

​費等がわかる経​

​費明細を作成すること​

​・発電装置を設置する場合は、メーカー名・型番を記載すること​

​7　民間一時滞在施設として受け入れた旅行者が滞在する場所​

​を示す平面図​

​別表２　補助金交付上限額​

​（略）​

​1　旅行者受入数 1,000 人以上:50,000 千円​

​旅行者受入数 500 人以上 1,000 人未満:​​30,000​​千円​

​旅行者受入数​​200​​人以上 500 人未満:​​20,000​​千円​

​旅行者受入数50人以上200人未満:15,000千円​

​※（略）​

​別表３　申込添付書類​

​（略）​

​（略）​
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​(滞在する場所の床面積がわかるもの)​

​8　事業スケジュール表​

​・工事工程や申請書類提出スケジュール​

​9　その他市長が必要と認める書類​

​別表４　交付申請添付書類​

​提出書類​

​１　納税証明書​

​2　経費内訳書(見積書)​

​・別表1の補助対象経費の項目を参考に、補助対象・対象外の経​

​費等がわかる経費明細を作成すること​

​・発電装置を設置する場合は、メーカー名・型番を記載すること​

​3　設置場所の現況写真(発電装置の設置に伴う補助対象工事​

​の場合。その他は不要)​

​4　施工前の図面​

​・補助対象工事に係る設備内容や仕様が記載している図面​

​5　施工後の完成予定図面​

​・補助対象工事に係る設備内容や仕様が記載している図面​

​・ホテル受入機能を維持するために、停電時に発電装置から電源​

​供給する設備範囲がわかる図面(受配電系統図・結線図等)​

​・民間一時滞在施設として受け入れた旅行者が滞在する場所を​

​示す平面図​

​(滞在する場所の床面積がわかるもの)​

​6　事業スケジュール表​

​・工事工程や申請書類提出スケジュール​

​別表４　交付申請添付書類​

​（略）​

​１　納税証明書（発行日から３か月以内の指名願）​

​２～７　（略）​
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​7　その他市長が必要と認める書類​

​別表５　実績報告書添付書類​

​提出書類​

​1　受注業者との契約書の写し又は注文書及び請書の写し​

​2　工事業者等が発行した請求書の写し ※補助対象経費がわか​

​る明細があること​

​3　補助対象工事の完成写真(機器については型番がわかるも​

​の)​

​4　竣工図面​

​5　その他市長が必要と認める書類​

​別表５　実績報告書添付書類​

​（略）​

​（略）​
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​旧​ ​新​

​（様式１）​

​令和　　年　　月　　日​

​所有者及び運営者の合意書​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業の申し込みにあたり、当該補助事業に​

​　より取得する資産に関して、申込者（設置する設備の所有者）と、当該補助事業により取得す​

​　る設備を設置する施設の所有者、施設の運営者が異なる場合、札幌市宿泊施設非常用自家​

​　発電設備整備補助事業補助金交付要綱第３条第２項第３号の規定に基づき、下記のとおり合​

​　意します。​

​記​

​　１　当該補助事業により取得する設備を設置する施設の所有者及び運営者が申込者と異なる​

​　　場合、当該施設の所有者及び運営者は、申込者に対して、その設置（工事含む）を認める。​

​　２　当該施設にある民間一時滞在施設の運営者は、平常時は申込者が設置した設備を責任を​

​　　もって管理し、災害時には民間一時滞在施設の運営機能を維持するよう努める。​

​　３　補助対象となる施設は下記のとおり。​

​　　　　所在地：​

​　　　　施設名称：​

​　４　上記事項を確認し、以下の通り記名​​・押印​​する。​

​　　　　（申込者：設置設備所有者）​

​　　　　　　　　　会社名又は​

​　　　　　　　　　団体名​

​　　　　　　　　　​​代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　​

​　　　　（当該補助事業により取得する設備を設置する施設の所有者）​

​　　　　　　　　　会社名又は​

​　　　　　　　　　団体名​

​　　　　　　　　　​​代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　​

​　　　　（当該施設の運営者）​

​　　　　　　　　　会社名又は​

​　　　　　　　　　団体名​

​　　　　　　　　　​​代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　​

​（様式１）​

​令和　　年　　月　　日​

​所有者及び運営者の合意書​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業の申し込みにあたり、当該補助事業に​

​　より取得する資産に関して、申込者（設置する設備の所有者）と、当該補助事業により取得す​

​　る設備を設置する施設の所有者、施設の運営者が異なる場合、札幌市宿泊施設非常用自家​

​　発電設備整備補助事業補助金交付要綱第３条第２項第３号の規定に基づき、下記のとおり合​

​　意します。​

​記​

​　１　当該補助事業により取得する設備を設置する施設の所有者及び運営者が申込者と異なる​

​　　場合、当該施設の所有者及び運営者は、申込者に対して、その設置（工事含む）を認める。​

​　２　当該施設にある民間一時滞在施設の運営者は、平常時は申込者が設置した設備を責任を​

​　　もって管理し、災害時には民間一時滞在施設の運営機能を維持するよう努める。​

​　３　補助対象となる施設は下記のとおり。​

​　　　　所在地：​

​　　　　施設名称：​

​　４　上記事項を確認し、以下の通り記名​​　　　​​する。​

​　　　　（申込者：設置設備所有者）​

​　　　　　　　　　会社名又は​

​　　　　　　　　　団体名​

​　　　　　　　　　​​代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　（当該補助事業により取得する設備を設置する施設の所有者）​

​　　　　　　　　　会社名又は​

​　　　　　　　　　団体名​

​　　　　　　　　　​​代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　（当該施設の運営者）​

​　　　　　　　　　会社名又は​

​　　　　　　　　　団体名​

​　　　　　　　　​​代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
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​（様式２）​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​補助金交付（変更・中止）申込・申請書​

​札幌市長　宛て　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日​

​　​​□　札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり申込​

​　　みます。​

​　□　札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり申請​

​　　します。​

​　□　札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり申込​

​　　内容を変更します。​

​　□　札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり申込​

​　　みを中止します。​

​１​ ​申込者・申請者​

​（設置する設備の所有及び​

​支払い名義人）​

​住所　〒​

​会社名又は​

​団体名​

​代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​２​ ​補助対象となる民間一時​

​滞在施設​

​所在地​

​施設名称​

​代表者名​

​３​ ​施設等の所有者等​ ​１．施設の所有者：​

​２．施設の運営者​

​４​ ​工事計画期間​ ​　　　令和　　　年　　　月　　　　　～　　　　令和　　　年　　　月​

​５​ ​工事完了及び実績報告書​

​提出予定日​

​工事完了　令和　　年　　月　　日​ ​提出予定　令和　　年　　​

​月　　日​

​６​ ​補助対象経費・交付申請​

​額​

​補助対象経費　　金　　　　　　　　　　　円　（千円未満切捨て）​

​交付申請額　　　金　　　　　　　　　　　円　（千円未満切捨て）​

​７​ ​担当者​ ​担当者名　　　　　　　　　　　　　　　TEL：​

​e-mail：​

​・申込みの場合は１～４、６，７を記入​

​・申込の場合は、１～３、５～７を記入​

​・申込み年度に事業を開始し完了できる場合は、申し込みと申請を同時に行うことが可能。​

​・申込内容変更の場合は、１，２，７のほか、変更になる欄を記入​

​（様式２）　（略）​
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​添付書類​ ​要件​ ​申込​ ​申請​

​工事計画書（様式２：別添）​ ​□​ ​‐​

​締結した個別協定書の写し​ ​□​ ​‐​

​施設の位置図​ ​□​ ​‐​

​補助金交付予定者選定通知書​

​の写し​

​申し込みと同時に申請する場合は該当しない​ ​‐​ ​□​

​市税の納税証明書​ ​直近のもの。札幌市内に事務所又は事業所がある法人に限る​ ​‐​ ​□​

​補助対象施設の所有者である​

​ことを示す「不動産登記簿謄​

​本」​

​□​ ​‐​

​所有者及び運営者の合意書​

​（様式１）​

​施設所有者と宿泊施設事業者・運営者が違う場合に提出​ ​□​ ​‐​

​経費内訳書（見積書）​ ​補助対象・対象外の経費等がわかる明細が記載されていること​

​導入機器のメーカー名・型番が記載されていること​

​□​ ​□​

​民間一時滞在施設として旅行​

​者が滞在する場所を示す平面​

​図​

​滞在する場所の床面積が確認できるもの​ ​□​ ​□​

​施工前の図面​ ​補助対象の施工範囲、設備入替・改修の場合はその設備等の仕様が記載​

​されていること​

​‐​ ​□​

​施工後の完成予定図面​ ​補助対象の施工範囲、設備入替・改修の場合はその設備等の仕様が記載​

​されていること​

​‐​ ​□​

​事業スケジュール表​ ​工事工程のほか、申請書類提出スケジュール等​ ​□​ ​□​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​ ​　​

​宴会場、ロビー、レストラン等、旅行者が滞在できる可能性がある面積の合計​ ​　　　　　　　㎡​

​上記のうち、本補助金の交付上限額算定の対象となる面積の合計​ ​　　　　　　　㎡​

​添付書類​ ​要件​ ​申込​ ​申請​

​工事計画書（様式２：別添）​ ​□​ ​‐​

​締結した個別協定書の写し​ ​□​ ​‐​

​施設の位置図​ ​□​ ​‐​

​補助金交付予定者選定通知書​

​の写し​

​申し込みと同時に申請する場合は該当しない​ ​‐​ ​□​

​市税の納税証明書​ ​直近のもの。札幌市内に事務所又は事業所がある法人に限る​ ​‐​ ​□​

​補助対象施設の所有者である​

​ことを示す「不動産登記簿謄​

​本」​

​□​ ​‐​

​所有者及び運営者の合意書​

​（様式１）​

​施設所有者と宿泊施設事業者・運営者が違う場合に提出​ ​□​ ​‐​

​経費内訳書（見積書）​ ​補助対象・対象外の経費等がわかる明細が記載されていること​

​導入機器のメーカー名・型番が記載されていること​

​□​ ​□​

​民間一時滞在施設として旅行​

​者が滞在する場所を示す平面​

​図​

​滞在する場所の床面積が確認できるもの​ ​□​ ​□​

​施工前の図面​ ​補助対象の施工範囲、設備入替・改修の場合はその設備等の仕様が記載​

​されていること​

​‐​ ​□​

​施工後の完成予定図面​ ​補助対象の施工範囲、設備入替・改修の場合はその設備等の仕様が記載​

​されていること​

​‐​ ​□​

​事業スケジュール表​ ​工事工程のほか、申請書類提出スケジュール等​ ​□​ ​□​

​国等から補助金等の交付を受​

​ける場合（予定を含む。）に、そ​

​の内容が確認できる書類​

​国又は他の地方公共団体等（国等）から補助金の交付を受ける場合（交付​

​予定の場合を含む。）における補助対象経費が記載された申請書類や補​

​助決定額等が分かる書類等​

​□​ ​‐​

​宴会場、ロビー、レストラン等、旅行者が滞在できる可能性がある面積の合計​ ​　　　　　　　　㎡​

​上記のうち、本補助金の交付上限額算定の対象となる面積の合計​ ​　　　　　　　　㎡​
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​（様式２：別添）​

​工事計画書​

​申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​工事内容及び現状の説明と工事が必要な理由​

​災害等による停電時の宿泊施設運営計画（BCP等）​

​（様式２：別添）　（略）​
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​（様式３）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​　　​​補助事業​

​補助金交付予定者選定通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申込のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補​

​　助事業補助金交付申込については、次のとおり選定しましたので、札幌市宿泊施設非常用自​

​　家発電設備整備補助事業補助金交付要綱第７条第３項の規定により通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　申込額　　　​​金　　　　　　　　　　　　　円​

​　　　​

​　　　３　交付予定額　　​​金　　　　　　　　　　　　　　円​

​　　　４　その他​

​　　　　　　事業開始前に交付申請を行うこと。申請の際には本書の写しを添付すること。​

​（様式３）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​補助金交付予定者選定通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申込のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補​

​　助事業補助金交付申込については、次のとおり選定しましたので、札幌市宿泊施設非常用自​

​　家発電設備整備補助事業補助金交付要綱第７条第３項の規定により通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　申込額　　　​​金　　　　　　　　　　　　　円​

​　　　​

​　　　３　交付予定額　　​​金　　　　　　　　　　　　　　円​

​　　　４　その他​

​　　　　　　事業開始前に交付申請を行うこと。申請の際には本書の写しを添付すること。​
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​（様式４）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​補助金交付予定者選外通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申込のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整​

​　備補助事業補助金交付申込について、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​　補助金交付要綱第７条第​​２​​項の規定により、選外となりましたので通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　選外の理由​

​（様式４）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​補助金交付予定者選外通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申込のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整​

​　備補助事業補助金交付申込について、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​　補助金交付要綱第７条第​​３​​項の規定により、選外となりましたので通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　選外の理由​
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​（様式５）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​　　​​補助事業​

​補助金交付決定通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申請のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補​

​　助事業補助金交付申請については、次のとおり決定しましたので、札幌市宿泊施設非常用自​

​　家発電設備整備補助事業補助金交付要綱第８条第​​３​​項の規定により通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　交付申請額　　　​​金　　　　　　　　　　　　円​

​　　　３　交付決定額　　　​​金　　　　　　　　　　　　円​

​　　　４　その他​

​　　　　　工事終了後、実績報告書を札幌市に提出してください。その後、補助金の額を確定し、​

​　　　　補助金交付確定通知書により通知しますので、その金額を請求してください。​

​（様式５）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​補助金交付決定通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申請のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補​

​　助事業補助金交付申請については、次のとおり決定しましたので、札幌市宿泊施設非常用自​

​　家発電設備整備補助事業補助金交付要綱第８条第​​４​​項の規定により通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　交付申請額　　　​​金　　　　　　　　　　　　円​

​　　　３　交付決定額　　　​​金　　　　　　　　　　　　円​

​　　　４　その他​

​　　　　　工事終了後、実績報告書を札幌市に提出してください。その後、補助金の額を確定し、​

​　　　　補助金交付確定通知書により通知しますので、その金額を請求してください。​
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​（様式６）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​補助金不交付決定通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申請のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補​

​　助事業補助金交付申請については、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助​

​　金交付要綱第８条第​​３​​項の規定により、交付しないことに決定しましたので通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　不交付の理由​

​（様式６）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​補助金不交付決定通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申請のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補​

​　助事業補助金交付申請については、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助​

​　金交付要綱第８条第​​７​​項の規定により、交付しないことに決定しましたので通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　不交付の理由​
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​（様式７）​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　札幌市長​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請書　住所​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　　​​印​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​計画変更等承認申請書​

​令和　　年　月　日付札観第　　号により交付決定のあった次の補助対象施設について、次​

​　のとおり（変更・中止）したいので、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金​

​　交付要綱第​​１１​​条第１項の規定により、次のとおり申請します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　（変更・中止）の理由​

​　　　３　（変更・中止）の内容​

​　　　４　変更後交付申請額​

​　　　　　金　　　　　　　　　円​

​　　　５　添付書類　　※変更の場合​

​　　　　⑴　変更後の補助対象事業に係る工事計画書​

​　　　　⑵　変更後の補助対象経費に係る見積書等​

​　　　　⑶　その他、参考となる書類​

​（様式７）​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　札幌市長​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請書　住所​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　　​​　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​計画変更等承認申請書​

​令和　　年　月　日付札観第　　号により交付決定のあった次の補助対象施設について、次​

​　のとおり（変更・中止）したいので、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金​

​　交付要綱第​​13​​条第１項の規定により、次のとおり申請します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　（変更・中止）の理由​

​　　　３　（変更・中止）の内容​

​　　　４　変更後交付申請額​

​　　　　　金　　　　　　　　　円​

​　　　５　添付書類　　※変更の場合​

​　　　　⑴　変更後の補助対象事業に係る工事計画書​

​　　　　⑵　変更後の補助対象経費に係る見積書等​

​　　　　⑶　その他、参考となる書類​
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​（様式８）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​計画変更等承認通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申請のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備計​

​　画変更等承認申請について、次のとおり決定しましたので、札幌市宿泊施設非常用自家発電​

​　設備整備補助事業補助金交付要綱第​​１１​​条（第２項・第４項）の規定により通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　（変更・中止）の内容​

​　　　３　変更後交付申請額　​

​　　　　　　​​金　　　　　　　　　　　　円​

​　　　４　変更後交付決定額​

​　　　　　　​​金　　　　　　　　　　　　円​

​　　　５　その他​

​　​

​（様式８）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​計画変更等承認通知書​

​令和　　年　　月　　日付で交付申請のあった札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備計​

​　画変更等承認申請について、次のとおり決定しましたので、札幌市宿泊施設非常用自家発電​

​　設備整備補助事業補助金交付要綱第​​13​​条（第２項・第４項）の規定により通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　（変更・中止）の内容​

​　　　３　変更後交付申請額　​

​　　　　　　​​金　　　　　　　　　　　　円​

​　　　４　変更後交付決定額​

​　　　　　　​​金　　　　　　　　　　　　円​

​　　　５　その他​

​　​
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​（様式９）​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　札幌市長​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　住所​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　​​印​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​実績報告書​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱第​​１２​​条第１項の規​

​　定により、関係書類を添えて報告します。​

​　　　１　補助対象工事の交付決定額及びその精算額​

​　　　　　　交付決定額　　​​金　　　　　　　　　　　円​

​　　　　　　精算額　　　　　​​金　　　　　　　　　　　円​

​　　​

​　　　２　補助対象工事の実施期間​

​　　　　　　工事開始日　　令和　　年　　月　　　日​

​　　　　　　工事完了日　　令和　　年　　月　　　日​

​　　　​

​　　　３　添付書類​

​　　　　⑴　受注業者との契約書の写し又は注文書及び請書の写し​

​　　　　⑵　工事業者等が発行した請求書の写し​

​　　　　⑶　補助対象工事完了写真（発電装置については型番がわかるもの）​

​　　　　⑷　竣工図面​

​　　　　⑸　その他市長が必要と認める書類​

​（様式９）​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　札幌市長​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　住所​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　​​　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​実績報告書​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱第​​16​​条第１項の規​

​　定により、関係書類を添えて報告します。​

​　　　１　補助対象工事の交付決定額及びその精算額​

​　　　　　　交付決定額　　​​金　　　　　　　　　　　円​

​　　　　　　精算額　　　　　​​金　　　　　　　　　　　円​

​　　​

​　　　２　補助対象工事の実施期間​

​　　　　　　工事開始日　　令和　　年　　月　　　日​

​　　　　　　工事完了日　　令和　　年　　月　　　日​

​　　　​

​　　　３　添付書類​

​　　　　⑴　受注業者との契約書の写し又は注文書及び請書の写し​

​　　　　⑵　工事業者等が発行した請求書の写し​

​　　　　⑶　補助対象工事完了写真（発電装置については型番がわかるもの）​

​　　　　⑷　竣工図面​

​　　　　⑸　その他市長が必要と認める書類​
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​（様式１０）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​補助金交付確定通知書​

​令和　　年　　月　　日付で実績報告のあった補助対象事業については、次のとおり補助金​

​　交付額を確定しましたので、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付​

​　要綱第​​１３​​条第１項の規定により通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　確定額内訳​

​内　　　訳​ ​交付決定額​ ​確定額​

​補助対象経費​ ​円​ ​円​

​補助金​ ​円​ ​円​

​（様式１０）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​補助金交付確定通知書​

​令和　　年　　月　　日付で実績報告のあった補助対象事業については、次のとおり補助金​

​　交付額を確定しましたので、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付​

​　要綱第​​17​​条第１項の規定により通知します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　確定額内訳​

​内　　　訳​ ​交付決定額​ ​確定額​

​補助対象経費​ ​円​ ​円​

​補助金​ ​円​ ​円​
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​（様式１１）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​補助金交付決定取消通知書​

​札観第　　号　令和　　年　　月　　日付で通知した札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整​

​　備補助事業補助金交付決定については、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事​

​　業補助金交付要綱（第​​1５​​条第​​１​​項​​　　　　　　　　　　　　　​​）の規定により取り消しましたので通知​

​　します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　取り消した工事​

​　　　３　取り消した理由​

​（様式１１）​

​札観第　　　号​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​補助金交付決定取消通知書​

​札観第　　号　令和　　年　　月　　日付で通知した札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整​

​　備補助事業補助金交付決定については、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事​

​　業補助金交付要綱（第​​17​​条第​​４​​項​​・第19条第２項​​）の規定により取り消しましたので通知​

​　します。​

​　　　１　補助対象となる施設​

​　　　２　取り消した工事​

​　　　３　取り消した理由​
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​（様式１２）　（様式なし）​ ​（様式１２）​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　札幌市長​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　住　　　　所​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　番　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​銀行口座振込同意書​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱第16条第１項の規定​

​　により、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助金を下記の銀行口座に振り込まれる​

​　ことに同意します。​

​記​

​　　　​

​振込先金融機関​

​本・支店名​ ​・本店​

​・（　　　　　　　　　　　）支店​

​預金種目​ ​（　普通　・　当座　）​

​※どちらかに○印をお付けください​

​口座番号​

​口座名義​

​（カナ）​

​（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​
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​（様式​​１２​​）​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　札幌市長​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　住所​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　​​印​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​財産処分承認申請書​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業に係る補助対象事業により取得した財​

​　産を、次のとおり処分したいので、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金​

​　交付要綱第​​１８​​条第２項に基づき、申請します。​

​　　　１　処分しようとする財産の明細​

​　　　２　処分の内容​

​　　　３　処分しようとする理由​

​　　　４　その他必要な書類​

​（様式​​１３​​）​

​令和　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　札幌市長​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　住所​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　​​　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業​

​財産処分承認申請書​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業に係る補助対象事業により取得した財​

​　産を、次のとおり処分したいので、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金​

​　交付要綱第​​20​​条第２項に基づき、申請します。​

​　　　１　処分しようとする財産の明細​

​　　　２　処分の内容​

​　　　３　処分しようとする理由​

​　　　４　その他必要な書類​
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​（様式​​１３​​）​

​札観第　　　号​

​平成​​　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​補助金返還通知書​

​札観第　　号　令和　　年　　月　　日付で交付した札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整​

​　備補助事業の補助金について、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金​

​　交付要綱第​​１８条第１項及び​​第３項の規定により、次のとおり返還されるよう通知します。​

​　　　１　返還金​

​　　　　　　​​　　　　　　　　　　円​

​　　　２　返還期限​

​　　　　　　令和　　年　　月　　　日​

​　　　３　返還が必要な理由​

​（様式​​１４​​）​

​札観第　　　号​

​令和​​　　年　　月　　日​

​　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　​​様​

​札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​札幌市宿泊施設非常用自家発電設備​​整備​​補助事業​

​補助金返還通知書​

​札観第　　号　令和　　年　　月　　日付で交付した札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整​

​　備補助事業の補助金について、札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金​

​　交付要綱第​​20条　　　　　　　　　​​第３項の規定により、次のとおり返還されるよう通知します。​

​　　　１　返還金​

​　　　　　　​​　　　　　　　　　　円​

​　　　２　返還期限​

​　　　　　　令和　　年　　月　　　日​

​　　　３　返還が必要な理由​
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​（様式１５）　（様式なし）​ ​（様式１５）​

​誓約書兼同意書​

​令和　　年　　月　　日​

​　　（宛先）　　　　　　​

​　　　　札幌市長​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　　　所​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人・団体名​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職・代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　​

​　１　札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金について申請し、交付を受ける​

​　　に当たり、次のことを誓約します。​

​　(１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第３条又は​

​　　　　第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理​

​　　　　人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこと。​

​(２) 補助事業の実施に関し、法令に違反していないこと。​

​　(3) 重大又は悪質な法令違反をしていないこと。​

​　(４) 今後、上記(1)、(2)又は(3)に該当しなくなったときは、遅滞なく報告すること。​

​　２　札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金について申請し、交付を受ける​

​　　に当たり、次のことに同意します。​

​　　（贈与契約の拒否・交付前の贈与契約の解除）​

​　(１)　補助金の交付を受ける前に上記１(1)、(2)又は(3)に該当しなくなった場合、補助金の   　　　​

​　　　交付を受けないこと。​

​　（交付後の贈与契約の解除）​

​　(２)　補助金の交付を受けた後に上記１(1)、(2)又は(3)に該当しなくなった場合、札幌市長​

​　　　の指示に従い補助金の全部又は一部を返還すること。​

​　　　　　​
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